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宮代町人権施策実施計画 新旧対照表       

改 定 案 現   行 

Ⅰ 実施計画策定の方針 

 

本実施計画については、「宮代町部落差別を解消するための行政の基本方針」及び「宮代町部落差

別を解消するための同和教育の基本方針」に基づいた施策（事業）を「宮代町人権施策推進本部」

及び「宮代町人権教育推進協議会」を中心とし、全庁的・全町的な体制で、効果的に実施していく

ために策定するものです。 

なお、実施にあたっては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推

進に関する法律」及び「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」を尊重し、「埼玉県人権施策

推進指針（第２次改定）」を踏まえることはもとより、「宮代町総合計画」及び「宮代町人権施策

推進指針」との整合性を図りながら推進します。 

 

Ⅱ 計画の意義 

 

人権施策の推進にあたっては、全庁的・全町的に取り組む必要があり、我が国固有の人権問題で

ある、部落差別をはじめとする様々な人権問題の解決に向け、各事業を実施しています。 

本実施計画は、人権施策を継続的に推進し、人権意識の高揚を図るための具体的事業を部落差別

解消の視点から取りまとめたものです。 

なお、新たな事業が発生した場合には、関係機関等との連携を図り必要に応じて見直しを行いま

す｡ 

 

Ⅲ 計画の期間 

 
令和３年度に改定された「埼玉県人権施策推進指針（第２次改定）」では、目標年次を「概ね１０

年間を見通したもの」としていることに鑑み、地域に密着した人権施策を推進する本町としまして

は、「差別の現実から学ぶ」を基本とし、より細かく積極的に施策を推進するために、本実施計画の

期間を令和５年度から令和９年度までの５年間と定めたものです。 

なお、計画期間内であっても、より効果的な施策の推進が図れると認められる場合には、適宜に

見直しを行います。 

 

 

 

Ⅰ 実施計画策定の方針 

 

本実施計画については、「宮代町同和行政の基本方針」及び「宮代町同和教育の基本方針」に基

づいた施策（事業）を「宮代町人権施策推進本部」及び「宮代町人権教育推進協議会」を中心と

し、全庁的・全町的な体制で、効果的に実施していくために策定するものです。 

なお、実施にあたっては、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の

推進に関する法律」                       を尊重し、「埼玉県人権施策

推進指針」を踏まえることはもとより、「宮代町総合計画」及び「【改定】宮代町人権施策推進指針」

との整合性を図りながら推進します。 

 

 

Ⅱ 計画の意義 

 
人権施策の推進にあたっては、全庁的・全町的に取り組む必要があり、我が国固有の人権問題で

ある、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向け、各事業を実施しています。 

本実施計画は、人権施策を継続的に推進し、人権意識の高揚を図るための具体的事業を同和問題

解決の視点から取りまとめたものです。 

なお、新たな事業が発生した場合には、関係機関等との連携を図り必要に応じて見直しを行いま

す｡ 

 

Ⅲ 計画の期間 

 
平成２３年度に改定された「埼玉県人権施策推進指針     」では、目標年次を「概ね１０

年間を見通したもの」としていることに鑑み、地域に密着した人権施策を推進する本町としまして

は、「差別の現実から学ぶ」を基本とし、より細かく積極的に施策を推進するために、本実施計画の

期間を平成３０年度から平成３４年度までの５年間と定めたものです。 

なお、計画期間内であっても、より効果的な施策の推進が図れると認められる場合には、適宜に

見直しを行います。 

 

 

 

 

 



 

宮代町人権施策実施計画 新旧対照表   

改 定 案 現   行 

Ⅳ 施策の体系 

 

  １ 教育の推進          ⑴ 学校教育事業 

 

                      ⑵ 社会教育事業 

 

２ 啓発の推進          ⑴ 啓発事業 

 

                      ⑵ 研修事業 

 

３ 自立支援・交流促進       自立支援・交流促進事業 

 

Ⅴ 実施計画 

１ 教育の推進 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

(1)学校教育事業 人権教育全体計 

① 画、年間指導計 

  画の作成 

教育推進課  
児童・生徒の発達段
階に応じた人権尊重
に基づく学校教育の
推進のため、町内小
中学校において各学
年及び年間の計画を
策定する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  人権作文・標語 
の取り組み 

教育推進課  
児童・生徒の人権意
識の高揚を図ること
を目的に募集する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  学校生活アンケ 

③ ート調査の実施 

（年２回） 

教育推進課  
学校生活・友人関係
等について意識調査
を行い、児童の実態
や課題をつかみ指導
に生かす。２回目は、
年間の取り組みの成
果や新たな課題をつ 
かむ目的で実施する. 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権教育研修会 
 の実施 

教育推進課  
教職員の人権課題に
ついて意識を高める
ため、「人権教育の推
進」を目的とした研
修会を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権(なかよし) 
週間の実施 

教育推進課  
児童・生徒の人権意
識の高揚を図るとと
もに、様々な差別に
気づき解消しようと
する態度を育てる目
的で、人権標語づく
り、人権に関わる授
業の実施、人権集会
等を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権文集「あお 
ぞら」の発行 

教育推進課  
児童・生徒の人権意
識の高揚を図ること
を目的に発行する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

 

Ⅳ 施策の体系 

 

１ 教育の推進          ⑴ 学校教育事業 

 

                      ⑵ 社会教育事業 

 

２ 啓発の推進          ⑴ 啓発事業 

 

                      ⑵ 研修事業 

 

３ 自立支援・交流促進       自立支援・交流促進事業 

 

Ⅴ 実施計画 

１ 教育の推進 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33年度 平成 34 年度 

(1)学校教育事業 人権教育全体計 

① 画、年間指導計 

  画の作成 

教育推進課  
児童・生徒の発達段
階に応じた人権尊重
に基づく学校教育の
推進のため、町内小
中学校において各学
年及び年間の計画を
策定する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  人権作文・標語 
の取り組み 

教育推進課  
児童・生徒の人権意
識の高揚を図ること
を目的に募集する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  学校生活アンケ 

③ ート調査の実施 

（年２回） 

教育推進課  
学校生活・友人関係
等について意識調査
を行い、児童の実態
や課題をつかみ指導
に生かす。２回目は、
年間の取り組みの成
果や新たな課題をつ 
かむ目的で実施する. 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権教育研修会 
 の実施 

教育推進課  
教職員の人権課題に
ついて意識を高める
ため、「人権教育の推
進」を目的とした研
修会を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権(なかよし) 
週間の実施 

教育推進課  
児童・生徒の人権意
識の高揚を図るとと
もに、様々な差別に
気づき解消しようと
する態度を育てる目
的で、人権標語づく
り、人権に関わる授
業の実施、人権集会
等を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権文集「あお 
ぞら」の発行 

教育推進課  
児童・生徒の人権意
識の高揚を図ること
を目的に発行する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

 

 

⑥ 

⑤ 

④ 

② 

⑥ 

⑤ 

④ 

② 



 

宮代町人権施策実施計画 新旧対照表 

改 定 案 現   行 

 

項目 事業名 担当課 
埼葛 

共同 事 業 内 容 
実 施 年 度 

備考 
令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

   宮代町人権作文 

発表会の実施 
教育推進課  

児童・生徒、保護者、
その他一般町民の人
権意識の高揚を図る
ことを目的に実施す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  小・中学校人権 
教育授業研究会 

教育推進課  
教育委員会と学校が
連携し、一人ひとり
を大切にした授業の
展開、児童・生徒の人
権意識の向上を目的
とした人権教育授業
研究会を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  宮代町子ども人 
権講座 

教育推進課  
町内小学生を対象
に、人権意識・人権感
覚の高揚を目的とし
たワークショップ等
を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

「人権教育指導 
 資料」の作成・配 
布 

教育推進課  
埼葛地区人権教育推
進協議会で実施した
実践授業を基に作成
した実践事例集「人
権教育指導資料」を
小・中学校に配布し、
人権教育の授業実施
の一助とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

年 1回 

作成 

(2)社会教育事業 人権教育教材の 
提供 

教育推進課  
人権問題の正しい理
解と認識を深めるた
め、各種団体等に人
権教育啓発ビデオの
貸し出しを行う。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

広域的な人権教 
育研修会等への 
参加 

教育推進課  
人権に対する正しい
理解と認識を深める
ため各種研修会等へ
の参加を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

埼葛地区人権教 
育指導者研修会 

教育推進課  
人権教育指導者の資
質の向上を図り、各
市町における人権教
育の一層の推進を目
的とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

東部地区人権教 
育実践報告会 

教育推進課 
〇 

「人権尊重社会を目
指す県民運動」の一
環として、人権教育
の実践交流の場を提
供し、人権教育の充
実を図る。 
・人権作文発表、分科会 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

「埼葛人権教育」 
の作成・配布 

教育推進課 
〇 

埼葛地区人権教育推
進協議会で作成した
「埼葛人権教育」を
小・中学校、各種公共
団体に配布し、人権
教育の推進を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

年 1回 

発行 

埼葛地区人権施 
策推進協議会 

教育推進課 

〇 

人権教育の推進を図
り、埼葛地区におけ
る部落差別をはじめ
とする様々な人権問
題の解決に寄与し、
明るい地域社会をつ
くることを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

 

項目 事業名 担当課 
埼葛 

共同 事 業 内 容 
実 施 年 度 

備考 
平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33年度 平成 34 年度 

   宮代町人権作文 

発表会の実施 
教育推進課  

児童・生徒、保護者、
その他一般町民の人
権意識の高揚を図る
ことを目的に実施す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  小・中学校人権 
教育授業研究会 

教育推進課  
教育委員会と学校が
連携し、一人ひとり
を大切にした授業の
展開、児童・生徒の人
権意識の向上を目的
とした人権教育授業
研究会を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  宮代町子ども人 
権講座 

教育推進課  
町内小学生を対象
に、人権意識・人権感
覚の高揚を目的とし
たワークショップ等
を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

「人権教育指導 
 資料」の作成・配 
布 

教育推進課  
埼葛地区人権教育推
進協議会で実施した
実践授業を基に作成
した実践事例集「人
権教育指導資料」を
小・中学校に配布し、
人権教育の授業実施
の一助とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

年 1回 

作成 

(2)社会教育事業 人権・同和教育 

教材の提供 

教育推進課  
人権問題の正しい理
解と認識を深めるた
め、各種団体等に人
権教育啓発ビデオの
貸し出しを行う。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

広域的な人権教 
育研修会等への 
参加 

教育推進課  
人権に対する正しい
理解と認識を深める
ため各種研修会等へ
の参加を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

埼葛地区人権教 
育指導者研修会 

教育推進課  
人権教育指導者の資
質の向上を図り、各
市町における人権教
育の一層の推進を目
的とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

東部地区人権教 
育実践報告会 

教育推進課 
〇 

「人権尊重社会を目
指す県民運動」の一
環として、人権教育
の実践交流の場を提
供し、人権教育の充
実を図る。 
・人権作文発表、分科会 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

「埼葛人権教育」 
の作成・配布 

教育推進課 
〇 

埼葛地区人権教育推
進協議会で作成した
「埼葛人権教育」を
小・中学校、各種公共
団体に配布し、人権
教育の推進を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

年 1回 

発行 

埼葛地区人権施 
策推進協議会 

教育推進課 

〇 

人権教育の推進を図
り、埼葛地区におけ
る同和問題をはじめ
とする様々な人権問
題の解決に寄与し、
明るい地域社会をつ
くることを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

 

⑩ 

⑨ 

⑧ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

① 

② 

⑩ 

⑨ 

⑧ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

① 

② 

⑦ ⑦ 



 

宮代町人権施策実施計画 新旧対照表 

改 定 案 現   行 

 
２ 啓発の推進 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

(1)啓発事業   宮代町人権問題 
合同研修会 

総務課 

教育推進課 

 
職員・教職員等の人
権問題に対する正し
い理解と認識を深め
るため開催する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  啓発物品の作成 
・配布 

総務課 

教育推進課 

 
人権意識の高揚と正
しい理解を啓発す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

 「人権それは愛」 
町広報掲載等 

総務課 

教育推進課 
〇 

人権意識の高揚を目
的として、広報紙や
ホームページに掲載
する。 
また、広報に掲載し
ている「人権それは
愛」の年度縮刷版を
作成し、公共施設に
啓発チラシとして設
置する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛郡市人権教 

 育・啓発ビデオ 
ライブラリー 

教育推進課 

〇 

埼葛郡市市町がそれ
ぞれ所有する人権教
育・啓発ビデオを相
互に利用し、地域住
民の人権意識の高揚
を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権啓発ビデオ 
の制作 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市人権施策推
進協議会等が主催す
る事業をビデオで収
録し、人権教育・啓発
ビデオとして啓発活
動や研修会で活用す
ることを目的に作成
する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

インターネット 

差別書込みモニ 
タリング事業及 

  びインターネッ 
  ト情報収集事業 

総務課 

教育推進課 
〇 

インターネット掲示
板等への差別書き込
みに対して、それら
の差別情報がなくな
るよう、埼葛郡市市
町が連携して情報を
収集するとともに、
必要な対応に努め
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

えせ同和行為対 

策 

総務課 

教育推進課 
〇 

えせ同和行為に対し
て埼葛郡市市町への
情報提供及び情報の
共有化を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

埼葛人権啓発人 

材バンク 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町及び埼
葛郡市人権施策推進
協議会が把握する人
権啓発に係る人材を
人材バンクとして登
録し、埼葛郡市市町
での研修会等で利用
することを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛えせ同和行 

為対策強化月間 

総務課 

教育推進課 
〇 

毎年４月に埼葛郡市
市町が連携して、え
せ同和行為に関する
注意喚起を行う。 
・広報紙やホームペ 

ージの活用 
・学校や企業などに 

啓発 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

 
２ 啓発の推進 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33年度 平成 34 年度 

(1)啓発事業   宮代町人権問題 
合同研修会 

総務課 

教育推進課 

 
職員・教職員等の同
和問題に対する正し
い理解と認識を深め
るため開催する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  啓発物品の作成 
・配布 

総務課 

教育推進課 

 
人権意識の高揚と正
しい理解を啓発す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

 「人権それは愛」 
町広報掲載等 

総務課 

教育推進課 
〇 

人権意識の高揚を目
的として、広報紙や
ホームページに掲載
する。 
また、広報に掲載し
ている「人権それは
愛」の年度縮刷版を
作成し、公共施設に
啓発チラシとして設
置する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛郡市人権教 

 育・啓発ビデオ 
ライブラリー 

教育推進課 

〇 

埼葛郡市市町がそれ
ぞれ所有する人権教
育・啓発ビデオを相
互に利用し、地域住
民の人権意識の高揚
を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権啓発ビデオ 
の作成 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市人権施策推
進協議会等が主催す
る事業をビデオで収
録し、人権教育・啓発
ビデオとして啓発活
動や研修会で活用す
ることを目的に作成
する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

インターネット 

差別書込みモニ 
タリング事業  

          
          

総務課 

教育推進課 
〇 

インターネット掲示
板等への差別書き込
みに対して、それら
の差別情報がなくな
るよう、埼葛郡市市
町が連携して情報を
収集するとともに、
必要な対応に努め
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

えせ同和行為対 

策 

総務課 

教育推進課 
〇 

えせ同和行為に対し
て埼葛郡市市町への
情報提供及び情報の
共有化を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

埼葛人権啓発人 

材バンク 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町及び埼
葛郡市人権施策推進
協議会が把握する人
権啓発に係る人材を
人材バンクとして登
録し、埼葛郡市市町
での研修会等で利用
することを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛えせ同和行 

為対策強化月間 

総務課 

教育推進課 
〇 

毎年４月に埼葛郡市
市町が連携して、え
せ同和行為に関する
注意喚起を行う。 
・広報紙やホームペ 
ージの活用 

・学校や企業などに 
啓発 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

 

⑨ 

⑧ 

⑥ 

⑤ 

④ 

② 

① 

③ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

⑥ 

⑤ 

④ 

② 

① 

③ 

⑦ 



 

 

宮代町人権施策実施計画 新旧対照表 

改 定 案 現   行 

 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

   埼葛人権を考え 

る月間 

総務課 

教育推進課 
〇 

毎年１０月を埼葛人
権を考える月間とし
て定め、啓発活動を
実施する。 
・広報紙やホームペ

ージの活用 
・学校や企業などに

啓発 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  埼葛郡市人権施 
策推進協議会 

総務課 

教育推進課 
〇 

部落差別をはじめと
する様々な人権問題
解決ための研究及び
相互の密なる連絡強
調により、部落差別
をはじめ様々な人権
問題の早期解決に寄
与することを目的と
する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  人権施策推進会 

議・埼葛地区連 
絡会議 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町におけ
る人権施策推進会議
相互の緊密な連携・
協力を確保し、「人権
施策推進指針」に係
る施策の総合的かつ
効果的な推進を図る
ことを目的とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛人権施策推 

 進事務研究会 
 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町の人権
施策担当(行政・教
育)職員相互の密接
なる連携により人権
施策の円滑な推進を
図り、部落差別をは
じめとする様々な人
権問題の解決に寄与
することを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

本人通知制度周 
知・啓発事業 

住民課 

総務課 

教育推進課 〇 

「本人通知制度」を
より多くの町民に理
解していただき、登
録者数の増加を図
り、戸籍謄本等の不
正取得の防止に資す
ることを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

本人通知制度の 

法制化へ向けた 
取組 

住民課(各 

戸籍事務協 

議会) 〇 

戸籍等の第三者取得
に際し、取得対象者
への「通知」に係る制
度を法制化すること
により、戸籍謄本等
の不正取得防止の強
化を図り、不当な身
元調査など、人権侵
害事象の撲滅を目的
とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権に関する意 

識調査 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町の人権
に関する住民の意識
の現状を把握し、今
後の人権行政に必要
な基礎資料を取得す
ることを目的とす
る。 

〇 ― 〇 ― 〇 

 

 

 

 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33年度 平成 34 年度 

   埼葛人権を考え 

る月間 

総務課 

教育推進課 
〇 

毎年１０月を埼葛人
権を考える月間とし
て定め、啓発活動を
実施する。 
・広報紙やホームペ
ージの活用 

・学校や企業などに
啓発 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  埼葛郡市人権施 
策推進協議会 

総務課 

教育推進課 
〇 

同和問題をはじめと
する様々な人権問題
解決ための研究及び
相互の密なる連絡強
調により、同和問題
をはじめ様々な人権
問題の早期解決に寄
与することを目的と
する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  人権施策推進会 

議・埼葛地区連 
絡会議 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町におけ
る人権施策推進会議
相互の緊密な連携・
協力を確保し、「人権
施策推進指針」に係
る施策の総合的かつ
効果的な推進を図る
ことを目的とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛人権施策推 

 進事務研究会 
 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町の人権
施策担当(行政・教
育)職員相互の密接
なる連携により人権
施策の円滑な推進を
図り、同和問題をは
じめとする様々な人
権問題の解決に寄与
することを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

本人通知制度周 
知・啓発事業 

住民課 

総務課 

教育推進課 〇 

「本人通知制度」を
より多くの町民に理
解していただき、登
録者数の増加を図
り、戸籍謄本等の不
正取得の防止に資す
ることを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

本人通知制度の 

法制化へ向けた 
取組 

住民課(各 

戸籍事務協 

議会) 〇 

戸籍等の第三者取得
に際し、取得対象者
への「通知」に係る制
度を法制化すること
により、戸籍謄本等
の不正取得防止の強
化を図り、不当な身
元調査など、人権侵
害事象の撲滅を目的
とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

人権に関する意 

識調査 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町の人権
に関する住民の意識
の現状を把握し、今
後の人権行政に必要
な基礎資料を取得す
ることを目的とす
る。 

― 〇 ― 〇 ― 

 

 

 

 

 

⑮ 

⑭ 

⑬ 

⑪ 

⑩ 

⑫ 

⑯ 

⑮ 

⑭ 

⑬ 

⑪ 

⑩ 

⑫ 

⑯ 



 

 

宮代町人権施策実施計画 新旧対照表 

改 定 案 現   行 

 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

   公正採用選考啓 

発事業 

総務課 

教育推進課 
〇 

就職の機会均等を確
保するために、応募
者の基本的人権を尊
重した公正な採用選
考を実施するよう事
業主への理解を図
り、差別のない公正
な採用選考の確立を
図っていくことを目
的とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  部落差別解消法 

  及び埼玉県部落 
  差別解消推進条 
  例周知・啓発事 
  業 

総務課 

教育推進課 
〇 

各種事業やホームペ
ージ等を活用して部
落差別解消法及び埼
玉県部落差別解消推
進条例の周知を図る
ことにより、現在も
なお部落差別が存在
することや部落差別
は許されないもので
あるという認識を広
めることを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  不動産事業に対 

する人権啓発事 
業 

総務課 

 〇 

宅地建物取引業者の
社会的責務に対する
意識向上を目的とし
た啓発活動を行う。 

◎ 〇 〇 〇 〇 
 

(２)研修事業 校内人権教育研 

 修会の開催 
 

教育推進課 
〇 

教職員の人権に対す
る正しい理解と認識
を深め、学校におけ
る人権教育の充実を
図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

広域的な人権問 

題研修会等への 

参加 

教育推進課 
〇 

教職員の人権に対す
る正しい理解と認識
を深めるため、各種
研修会への参加を図
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

埼葛郡市人権施 

策推進協議会実 
務研修会 

総務課 

教育推進課 
〇 

部落差別をはじめと
する様々な人権問題
を解決するため、指
導者としての資質の
向上を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
隔年 

開催 

埼葛郡市人権施 

策推進協議会人 

権初級者研修会 

総務課 

教育推進課 
〇 

部落差別をはじめと
する様々な人権問題
に対する正しい理解
と認識を深め、埼葛
郡市市町職員の資質
の向上を図り、人権
行政の推進に寄与す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛郡市人権施 

策推進事務担当 

者現地研修会 

総務課 

教育推進課 〇 

埼葛郡市市町の人権
施策担当者(行政・教
育)の職員一人ひと
りが、部落差別に対
する正しい理解と認
識を深められるよ
う、「差別の現実から
学ぶ」研修を実施す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛郡市教職員 

 合同現地研修会 

総務課 

教育推進課 〇 

教職員一人ひとりが
部落差別に対する正
しい理解と認識を深
められるよう、「差別
の現実から学ぶ」研
修を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33年度 平成 34 年度 

   公正採用選考啓 

発事業 

総務課 

教育推進課 

〇 
就職の機会均等を確
保するために、応募
者の基本的人権を尊
重した公正な採用選
考を実施するよう事
業主への理解を図
り、差別のない公正
な採用選考の確立を
図っていくことを目
的とする。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

  部落差別解消法 

          
          
   周知・啓発事 
  業 

総務課 

教育推進課 

〇 
各種事業やホームペ
ージ等を活用して部
落差別解消法    
          
   の周知を図る
ことにより、現在も
なお部落差別が存在
することや部落差別
は許されないもので
あるという認識を広
めることを目的とす
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

          
        
  

    
   

          
          
          
          

               
 

(２)研修事業 校内人権教育研 

 修会の開催 
 

教育推進課 
〇 

教職員の人権に対す
る正しい理解と認識
を深め、学校におけ
る人権教育の充実を
図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

広域的な同和問 

題研修会等への 

参加 

教育推進課 
〇 

教職員の人権に対す
る正しい理解と認識
を深めるため、各種
研修会への参加を図
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

埼葛郡市人権施 

策推進協議会実 
務研修会 

総務課 

教育推進課 
〇 

同和問題をはじめと
する様々な人権問題
を解決するため、指
導者としての資質の
向上を図る。 

〇 〇 〇 〇 〇 
隔年 

開催 

埼葛郡市人権施 

策推進協議会人 

権初級者研修会 

総務課 

教育推進課 
〇 

同和問題をはじめと
する様々な人権問題
に対する正しい理解
と認識を深め、埼葛
郡市市町職員の資質
の向上を図り、人権
行政の推進に寄与す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛郡市人権施 

策推進事務担当 

者現地研修会 

総務課 

教育推進課 〇 

埼葛郡市市町の人権
施策担当者(行政・教
育)の職員一人ひと
りが、同和問題に対
する正しい理解と認
識を深められるよ
う、「差別の現実から
学ぶ」研修を実施す
る。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛郡市教職員 

 合同現地研修会 

総務課 

教育推進課 〇 

教職員一人ひとりが
同和問題をはじめと
する様々な人権問題
の正しい理解と認識
を深められるよう、
「差別の現実から学
ぶ」研修を実施する。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

 
 

⑱ 

⑰ 

⑲ 

③ 

② 

① 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑱ 

⑰ 

③ 

② 

① 

④ 

⑤ 

⑥ 



 

宮代町人権施策実施計画 新旧対照表 

改 定 案 現   行 

 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

   埼葛地区人権教 

育指導者研修会 

教育推進課 
〇 

人権教育指導者の資
質の向上を図り、各
市町における人権教
育の一層の推進に資
する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  新規採用職員研 

  修会 

総務課 

教育推進課 
〇 

新規採用職員研修に
おいて、部落差別を
はじめとする様々な
人権問題に対する正
しい理解と認識を深
め、公務員としての
基礎的な知識及び資
質の向上を図る。(埼
葛郡市市町が連携し
て内容を精査する。) 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

自立支援・交流 

促進事業 

  人権・法律相談 

の開催 
 

総務課 

 
〇 

住民の人権に関わる
事項の相談や法律相
談、人権意識の普及
高揚を図るための啓
発活動を行う。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛人権を考え 

 るつどい 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町の地域
における人権問題に
取り組む様々な団体
が主体となり、部落
差別をはじめとする
様々な人権問題の早
期解決にむけて、地
域住民の相互の交流
を図るとともに、人
権意識の高揚と正し
い理解を啓発するこ
とを目指し開催す
る。 

〇 

越谷市 

〇 

中部 

〇 

北部 

〇 

南部 

〇 

中部 

 

 

【用語等の説明】 

・埼葛共同欄 …埼葛郡市１２市町(三郷市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、杉戸町、宮代町、松伏町、久喜市、 

幸手市、蓮田市、白岡市)が共同して取り組む事業を〇印で表します。 

・実施年度欄 …実施を予定している年度を〔〇：継続 ◎：新規〕表します。 

・南部    …埼葛郡市１２市町のうち、三郷市、八潮市、越谷市、吉川市の４市町 

・中部    …埼葛郡市１２市町のうち、春日部市、杉戸町、宮代町、松伏町の４市町 

・北部    …埼葛郡市１２市町のうち、久喜市、幸手市、蓮田市、白岡市の４市町 

 

項目 事業名 担当課 埼葛 

共同 
事 業 内 容 実 施 年 度 備考 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33年度 平成 34 年度 

   埼葛地区人権教 

育指導者研修会 

教育推進課 
〇 

人権教育指導者の資
質の向上を図り、各
市町における人権教
育の一層の推進に資
する。 

〇 〇 〇 〇 〇 
 

  新規採用職員研 

  修会 

総務課 

教育推進課 
〇 

新規採用職員研修に
おいて、部落差別を
はじめとする様々な
人権問題に対する正
しい理解と認識を深
め、公務員としての
基礎的な知識及び資
質の向上を図る。(埼
葛郡市市町が連携し
て内容を精査する。) 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

自立支援・交流 

促進事業 

  人権・法律相談 

の開催 
 

総務課 

 
〇 

住民の人権に関わる
事項の相談や法律相
談、人権意識の普及
高揚を図るための啓
発活動を行う。 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

埼葛人権を考え 

 るつどい 

総務課 

教育推進課 
〇 

埼葛郡市市町の地域
における人権問題に
取り組む様々な団体
が主体となり、同和
問題をはじめとする
様々な人権問題の早
期解決にむけて、地
域住民の相互の交流
を図るとともに、人
権意識の高揚と正し
い理解を啓発するこ
とを目指し開催す
る。 

〇 

春日部市 

〇 

北部 

〇 

南部 

〇 

中部 

〇 

北部 

 

 

【用語等の説明】 

・埼葛共同欄 …埼葛郡市１２市町(三郷市、八潮市、越谷市、吉川市、春日部市、杉戸町、宮代町、松伏町、久喜市、 

幸手市、蓮田市、白岡市)が共同して取り組む事業を〇印で表します。 

・実施年度欄 …実施を予定している年度を〔〇：継続 ◎：新規〕表します。 

・南部    …埼葛郡市１２市町のうち、三郷市、八潮市、越谷市、吉川市の４市町 

・中部    …埼葛郡市１２市町のうち、春日部市、杉戸町、宮代町、松伏町の４市町 

・北部    …埼葛郡市１２市町のうち、久喜市、幸手市、蓮田市、白岡市の４市町 

 

 

 

⑧ 

⑦ 

② 

① 

⑧ 

⑦ 

② 

① 


